
畜
産
事
業
を
営
む
方
は「
悪

臭
関
係
工
場
等
の
届
出
」を

１
０
０
４
８
６
６

　
愛
知
県
の
条
例
で
対
象
と
な
る

畜
産
事
業
者
は
、悪
臭
関
係
工
場

等
の
届
出
を
毎
年
、行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

対
象
：
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
事
業
所
①
豚
房
の
総
面
積
が

50
㎡
以
上
②
牛
房
の
総
面
積
が

２
０
０
㎡
以
上
③
鶏
を
３
０
０
０

羽
以
上
飼
育
④
う
ず
ら
を
２
万
羽

以
上
飼
育

※
対
象
事
業
所
に
は
、通
知
と
届

出
書
を
郵
送
済
み
。届
い
て
い
な

い
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

届
出
期
限
：
４
月
27
日
（
金
）

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐３
５
４
１

23‐１
８
３
２

環
境
保
全
補
助
金
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

対
象
：
環
境
保
全
事
業
に
取
り
組

む
市
民
や
事
業
者　
手
続
き
：
事

前
（
申
請
・
契
約
前
）
に
制
度
の

詳
細
を
各
担
当
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
補
助
要
綱
や
申
請

様
式
は
、
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◦
注
意
事
項

　

①
～
④
は
、
平
成
31
年
３
月
29

日
ま
で
に
工
事
お
よ
び
工
事
代
金
の

支
払
い
な
ど
の
完
了
が
必
要
で
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射（
集
合
注
射
）

１
０
０
４
８
６
２

対
象
：
犬
を
飼
わ
れ
て
い
る
方

料
金
：
新
規
登
録
と
注
射
は

６
４
０
０
円
、
注
射
の
み
の
場
合

は
３
４
０
０
円

▪
す
で
に
犬
を
登
録
し
て
い
る
方

　

３
月
末
に
届
い
た
通
知（
は
が

き
）と
、
愛
犬
手
帳
を
注
射
会
場

へ
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▪
新
た
に
犬
を
飼
わ
れ
た
方

　
新
た
に
生
後
91
日
以
上
の
犬
を

飼
わ
れ
た
方
は
、
注
射
会
場
で
登

録
と
注
射
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
犬
を
譲
り
受
け
た
場
合

な
ど
は
、
他
市
町
村
な
ど
で
登
録

を
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
犬

の
登
録
は
生
涯
で
一
度
だ
け
で

す
）

▪
表
の
日
程
に
都
合
が
悪
い
方

　
「
犬
の
登
録
」
と
「
年
に
1
度

の
狂
犬
病
予
防
注
射
」
は
、
法
律

に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
回
都
合
の
悪
い
方
は
、
６

月
30
日
（
土
）
ま
で
に
必
ず
動
物

病
院
で
注
射
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐１
８
３
２

補助金名 補助額（予算範囲内） 申請時期 担当課

① 排水設備工事費
融資あっせん制度

融資を受ける場合の金融機関への利息を市が負
担　※借入上限額 100 万円

工事着手前 ▼下水道課
☎23-3525

② 浄化槽雨水貯留施設
転用補助金 改造工事費× 1/2　※上限額 10 万円

③
浄化槽設置整備
事業補助金

（合併処理浄化槽）

設置費× 1/2　※上限額は下記のとおり
・５ 人槽
・７ 人槽
・10 人槽以上

33 万 2,000 円
41 万 4,000 円
54 万 8,000 円

④ 公害防除施設等
整備事業補助金 施設設置費× 15/100　※上限額 200 万円 工事着手前 ▼環境政策課

☎23-3541

⑤ 生ごみ処理容器等
設置事業補助金

購入額× 1/2　※上限額は下記のとおり
Ａ 生ごみ処理容器 （1 世帯 2 基まで）

（市内で購入時）3,500 円／基
（市外で購入時）3,000 円／基
Ｂ 電気生ごみ処理機（ 1 世帯 1 台まで）

（市内で購入時）3 万円／台
（市外で購入時）2 万円／台

（この補助金を受けて設置し、Ａは５年以上、Ｂは
７年以上経過したもので、故障などで使用不可に
なった場合は、再度申請可）

商品の支払いが
完了した日から
当該年度の3月
31日まで

▼廃棄物対策課
☎23-3538

1001012（①、②） 1000905（③、④） 1000863（⑤）　※予算がなくなり次第、受付を終了します。

開催日 時間 場所

4／5木

13：00～13：40 童浦市民館

14：00～14：30 田原文化会館
はなのき広場

14：50～15：30 衣笠市民館

4／6金
13：00～13：30 六連市民館
13：50～14：20 田原東部市民館
14：40～15：30 神戸市民館

4／9月
13：00～13：40 若戸市民館
14：00～15：00 赤羽根市民館

4／10火
13：00～13：30 田原南部市民館
13：50～14：20 高松市民館
14：40～15：20 大草市民館

4／11水
13：00～13：40 村松農業担い手

センター
14：00～14：30 泉市民館
14：50～15：40 野田市民館

4／12木
13：30～14：10 福江市民館
14：30～15：10 清田市民館

開催日 時間 場所

4／13金
13：30～14：00 西山公民館
14：20～15：00 伊良湖市民館

4／16月
13：30～14：30 中山市民館
14：50～15：40 小中山総合事務所

4／17火
13：30～14：20 和地市民館
14：40～15：30 堀切市民館

※都合の良い会場で受けてください。
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